
京
都
大
学
排
出
水
・
廃
棄
物
管
理
等
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

（
平
成
十
六
年
達
示
第
百
三
十
四
号
）

京
都
大
学
排
出
水
・
廃
棄
物
管
理
等
規
程
（
昭
和
五
十
四
年
達
示
第
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
条
第
二
項
中
「
環
境
保
全
委
員
会
」
を
「
環
境
・
安
全
・
衛
生
委
員
会
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
程
は
、
平
成
十
六
年
十
月
二
十
五
日
か
ら
施
行
す
る
。


